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関係医療機関 御中 

 

兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 
 

新型コロナウイルス感染症からの回復者の転院受入について 

 

今般の新型コロナウイルス感染症対策には多大なるご尽力を賜り厚くお礼申し

上げます。 

現在、感染力の強いオミクロン株への置き換わりによる感染の急拡大を受けた患

者数の増加により、１月 27 日現在において病床使用率は 56.5％となるなど、入院

医療体制が逼迫しています。また、直近１週間の救急搬送困難件数が 370 件を超え

るなど、搬送困難事例が急増し、一般救急についても非常に逼迫している状況にあ

ります。 

つきましては、医療機関の適切な役割分担により、一般医療とのバランスも考慮

しながら、症状に応じた適切な療養が行えるよう、当該感染症から回復した者のう

ち、新型コロナウイルス感染症入院病床に入院している者の転院受入に積極的なご

協力をよろしくお願いいたします。 

また、下記のとおり、回復者を受入れた場合の補助制度もございますので、ご活

用いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

【回復者転院促進支援事業】 

（1）補助対象 

新型コロナウイルス感染症により入院している者（新型コロナウイルス感染

症から回復した者に限る。）の転院受入を行った保険医療機関（但し、初回の

転院受入に限る。） 

（2）支援額  転院受入１名あたり 10 万円 
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